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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和3年6月10日(2021.6.10)

【公表番号】特表2020-519708(P2020-519708A)
【公表日】令和2年7月2日(2020.7.2)
【年通号数】公開・登録公報2020-026
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【手続補正書】
【提出日】令和3年4月19日(2021.4.19)
【手続補正１】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
「非抗菌組成物」という用語は、使用中に１．５ｌｏｇ未満、１．０ｌｏｇ未満、０．５
ｌｏｇ未満を含む２．０ｌｏｇ未満の微生物殺傷を達成する組成物を意味する。「非抗菌
組成物」という用語は、非抗菌組成物、非抗ウイルス組成物、非抗真菌組成物、および非
抗寄生虫組成物を含む。本発明の概念によれば、本明細書に定義されるように、非抗菌組
成物は、使用中、２．５ｌｏｇ以下、２．０ｌｏｇ以下、および１．５ｌｏｇ以下を含め
て、３．０ｌｏｇ以下の微生物除去レベルを達成する。
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